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公表日：令和３年９月３日 

要求水準書の修正（新旧対照表） 

 

令和３年６月 25 日に公表した「葉山町クリーンセンター再整備工事」の要求水準書を次のとおり修正します。 

 

 【新】要求水準書（令和３年９月 3日修正）  【旧】要求水準書（令和３年６月 25 日公表時） 

P.10 第 1 章 総  則 

第２節 計画主要目 

２．ごみの搬入出 

１）搬入出車両 

 本施設における搬入出車両は表 1-2 示すとおりである。 

 

表 1-2 搬入及び搬出車両一覧（参考）（抜粋） 

 

注 1)車両の寸法は使用車両の変更により多少変わることがある。 

 

P.10 第 1 章 総  則 

第２節 計画主要目 

２．ごみの搬入出 

１）搬入出車両 

 本施設における搬入出車両は表 1-2 示すとおりである。 

 

表 1-2 搬入及び搬出車両一覧（参考）（抜粋） 

 

注 1)車両の寸法は使用車両の変更により多少変わることがある。 

 

P.81 第２章 機械設備工事仕様 

第２－３章 各種ストックヤード 

第２節 受入貯留設備 

２．各種ストックヤード（土木建築工事に含む） 

８）びん類ストックヤード 

(1) 形式   [ ] 

(2) 数量   1 式 

(3) 主要項目 

ア 面積   [68]㎡以上 

イ ヤード容積算定単位体積重量 [ ]t／㎥ 

ウ 貯留日数   各色[31]日以上（15t 分） 

 

（略） 

 

P.81 第２章 機械設備工事仕様 

第２－３章 各種ストックヤード 

第２節 受入貯留設備 

２．各種ストックヤード（土木建築工事に含む） 

８）びん類ストックヤード 

(1) 形式   [ ] 

(2) 数量   1 式 

(3) 主要項目 

ア 面積   [68]㎡以上 

イ ヤード容積算定単位体積重量 [ ]t／㎥ 

ウ 貯留日数   [ ]日以上（15t 分） 

 

（略） 

 

  

0回 1回 2回 0回 1回 2回 工事期間中 新施設

パッカー車（2t） 5,220mmL×1,850mmW×2,240㎜H ● ● 24（8台×3往復） 24（8台×3往復） 週5日
可燃・生ごみ・植木剪定枝・プラ・容プラ
※容プラは計量せず逗子市へ直送

軽ダンプ車 3,390mmL×1,470mmW×1,800mmH ● ● 14（2台×7往復） 14（2台×7往復） 週5日 可燃・プラ・生ごみ・植木剪定枝・容プラ

● ● 1（1台×1往復） 1（1台×1往復） 週5日 可燃・プラ

● ●
10

（5台×2往復）
10

（5台×2往復）

（繁忙期:20） （繁忙期:20）

● ●
5

（5台×1往復）
5

（5台×1往復）

（繁忙期:10） （繁忙期:10）

● ●
30

（30台×1往復）
30

（30台×1往復）

― （繁忙期:60）

● ●
10

（10台×1往復）
10

（10台×1往復）

（繁忙期:15） （繁忙期:15）

● ●
20

（20台×1往復）
20

（20台×1往復）

（繁忙期:40） （繁忙期:40）

逗子市
（委託）

パッカー車（２ｔ） 5,220mmL×1,850mmW×2,240㎜H ● ― 10 週5日 生ごみ

　　　　　　　　　　　車種

―

町
（委託）

平ボディ車（2t）
パッカー車（2t）

パッカー車等
（許可業者等）

町民
（直接）

一般乗用車

平ボディ車（2ｔ）
トラック等

事業者
（直接）

週5日 直接搬入物（可燃・植木剪定枝・その他）

週5日 直接搬入物（可燃）5,770mmL×2,220mmW×2,630mmH

5,980mmL×1,880mmW×2,200mmH 直接搬入物（植木剪定枝）週5日

週2日 びん類・白トレイ・ペットボトル・廃食油

週1日 蛍光管・電球等・電池

ｻｲｽﾞ（各車種最大ｻｲｽﾞのみ記載）

計量回数
搬出入台数（台/日）（台数×往復回数）

備考工事期間中 新施設

5,980mmL×1,880mmW×2,200mmH

頻度

搬入

町
（直営）

0回 1回 2回 0回 1回 2回 工事期間中 新施設

パッカー車（2t） 5,220mmL×1,850mmW×2,240㎜H ● ● 24（8台×3往復） 24（8台×3往復） 週5日
可燃・生ごみ・植木剪定枝・プラ・容プラ
※容プラは計量せず逗子市へ直送

軽ダンプ車 3,390mmL×1,470mmW×1,800mmH ● ● 14（2台×7往復） 14（2台×7往復） 週5日 可燃・プラ・生ごみ・植木剪定枝・容プラ

● ● 1（1台×1往復） 1（1台×1往復） 週5日 可燃・プラ

● ●
10

（5台×2往復）
10

（5台×2往復）

（繁忙期:20） （繁忙期:20）

● ●
5

（5台×1往復）
5

（5台×1往復）

（繁忙期:10） （繁忙期:10）

● ●
30

（30台×1往復）
30

（30台×1往復）

― （繁忙期:60）

● ●
10

（9台×1往復）
10

（10台×1往復）

（繁忙期:15） （繁忙期:15）

● ●
20

（20台×1往復）
20

（20台×1往復）

（繁忙期:40） （繁忙期:40）

逗子市
（委託）

パッカー車（２ｔ） 5,220mmL×1,850mmW×2,240㎜H ● ― 10 週5日 生ごみ

　　　　　　　　　　　車種

―

町
（委託）

平ボディ車（2t）
パッカー車（2t）

パッカー車等
（許可業者等）

町民
（直接）

一般乗用車

平ボディ車（2ｔ）
トラック等

事業者
（直接）

週5日 直接搬入物（可燃・植木剪定枝・その他）

週5日 直接搬入物（可燃）5,770mmL×2,220mmW×2,630mmH

5,980mmL×1,880mmW×2,200mmH 直接搬入物（植木剪定枝）週5日

週1日 びん類・白トレイ・ペットボトル・廃食油

週2日 蛍光管・電球等・電池

ｻｲｽﾞ（各車種最大ｻｲｽﾞのみ記載）

計量回数
搬出入台数（台/日）（台数×往復回数）

備考工事期間中 新施設

5,980mmL×1,880mmW×2,200mmH

頻度

搬入

町
（直営）
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 【新】要求水準書（令和３年９月３日修正）  【旧】要求水準書（令和３年６月 25 日公表時） 

P.83 第２章 機械設備工事仕様 

第２－４章 仮設施設（必要に応じて） 

第１節 仮設サテライトセンター 

１．仮設計量機 

１）形式  [簡易設置型計量機（検定付き）] 

２）数量  [１]基 

３）主要項目 

 

（略） 

 

４）付属機器  [ ] 

５）特記事項 

(1) 搬入にあたっての計量は登録された車両（主に直営車両）が１回、その他の車両は 2回計量を

基本とする。 

P.83 第２章 機械設備工事仕様 

第２－４章 仮設施設（必要に応じて） 

第１節 仮設サテライトセンター 

１．仮設計量機 

１）形式  [簡易設置型計量機（検定付き）] 

２）数量  [１]基 

３）主要項目 

 

（略） 

 

４）付属機器  [ ] 

５）特記事項 

(1) 計量は登録された車両（主に直営車両）が１回、その他の車両は 2回計量を基本とする。 

 

 

 

 


